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国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
老 人 保 健
介 護 保 険
下 水 道 事 業

計

△はマイナス
（単位：千円）

特
別
会
計

会　　　計　　　名 本年度予算額 前年度予算額 増　減　額 増減率（%）

一　般　会　計

総　　　　　計

水道事業会計
収益的支出
資本的支出

21,035,000

6,229,841
479,562
5,912

2,457,014
1,179,407
10,351,736

31,386,736

20,445,000

5,762,511
412,815
3,896

2,282,999
1,308,130
9,770,351

30,215,351

590,000

467,330
66,747
2,016

174,015
△128,723
581,385

1,171,385

2.9

8.1
16.2
51.8
7.6

△9.8
6.0

3.9

1,318,702
318,271

▲開会日の日曜日には多くの傍聴者が来場しました

が
な
い
こ
と
か
ら
、
昨
年
度
の
よ
う

に
歳
計
剰
余
金
が
５
億
円
を
下
回
る

よ
う
な
事
態
に
は
な
ら
な
い
可
能
性

が
高
い
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

単
年
度
収
支
も
黒
字
に
転
じ
る
こ
と

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

新
し
い
風　
　
　
　
　

井
上
　
航

Q
　
市
民
が
選
ん
だ
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

の
位
置
づ
け
、
ま
た
そ
の
優
先
度
の

見
き
わ
め
の
基
準
に
つ
い
て
。

A　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
選
挙
で
示

さ
れ
た
最
も
新
し
い
民
意
の
一
つ
の

形
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
優
先
度
の
見
き
わ
め
は
、

多
く
の
ニ
ー
ズ
と
同
様
の
手
続
で
執

行
を
進
め
る
こ
と
で
行
財
政
の
規
律

を
守
り
つ
つ
、
そ
の
実
現
に
努
め
ま

す
。

和
光
市
民
ネ
ッ
ト
　　

並
木
修
二

Q
　
市
職
員
人
件
費
の
圧
縮
に
つ
い

て
。

A　
組
合
と
話
し
合
っ
て
き
た
事
項

も
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
前
に
進

む
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今

お
示
し
で
き
る
状
態
で
な
い
と
い
う

の
が
現
実
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て

　

今
回
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税

限
度
額
を
改
正
す
る
も
の
で
、
基
礎

課
税
額
を
41
万
円
か
ら
47
万
円
に
、

後
期
高
齢
者
支
援
分
を
11
万
円
か
ら

12
万
円
に
、
介
護
納
付
分
を
7
万
円

か
ら
10
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。

学
校
建
設
基
金
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て

 

今
回
、
新
た
に
設
置
す
る
学
校
建

設
基
金
は
、
新
設
校
の
建
設
を
行
う

た
め
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
の
も

の
で
す
。

平成22年度当初予算可決
慎重審議の結果、平成 22 年度当初予算を以下のとおり可決しました。

会　　　計　　　名

一　般　会　計

補正額 補正後の総額

国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
下 水 道 事 業

特
別
会
計

741,366

△20,991
8,398
65

△44,000

22,671,268

6,063,631
458,413
2,512,179
1,264,130

（単位：千円）
△はマイナス平成21年度一般会計補正予算可決

　平成22年３月定例会は、日曜日の開会となりました。
初日は、市長の施政方針とこれに伴う質疑が行われ、５
名の議員が質問に立ちました。
　また、市長から提出された議案23件、諮問１件につい
て２月21日から３月15日までの23日間にわたり審議が
行われました。そのあらましをお知らせします。

日曜日開会に多くの市民が傍聴

子
ど
も
医
療
費
助
成
に
関
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

通
院
は
12
歳
に
な
る
年
度
末
ま

で
、
入
院
は
15
歳
に
な
る
年
度
末
ま

で
の
医
療
費
に
つ
い
て
助
成
す
る
も

の
で
す
。
た
だ
し
、
全
額
市
の
予
算

で
行
う
こ
と
か
ら
、
市
民
税
、
固
定

資
産
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
保
育

料
な
ど
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
、
市

内
在
住
年
数
な
ど
、
一
定
の
条
件
を

満
た
し
て
い
る
方
を
対
象
と
し
て
い

ま
す
。

人
事
案
件

●
人
権
擁
護
委
員
に
、
中な
か
に
し西
輝て
る
あ
き明
氏
の

任
期
満
了
に
伴
い
引
続
き
同
氏
を
推
薦

す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
任
と
し
ま
し
た
。

●
和
光
市
教
育
委
員
会
委
員
に
、
冨と
み
ざ
わ澤

義よ
し
ひ
ろ宏
氏
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同

意
し
ま
し
た
。

市長の施政方針

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
質
問

公
明
党　
　
　
　
　
　

山
口
慶
子

Q　
市
内
商
工
業
の
振
興
を
図
る

「
産
業
振
興
計
画
」
の
策
定
と
市
民

参
加
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。

A　
「
産
業
振
興
計
画
」
は
、
今
後

の
産
業
の
基
本
的
な
方
向
性
、
重
点

方
針
、
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
取

り
組
み
を
策
定
し
ま
す
。
ま
た
、
市

民
参
加
と
し
て
は
、
産
業
振
興
計
画

策
定
委
員
会
に
公
募
の
委
員
の
参
画

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党　
　
　
　

熊
谷
二
郎

Q
　
個
人
市
民
税
の
減
収
も
避
け
ら

れ
な
い
見
込
み
と
の
こ
と
だ
が
、
そ

の
要
因
は
。

A　
個
人
市
民
税
減
収
の
要
因
は
、

一
昨
年
の
世
界
的
な
金
融
不
安
を
背

景
と
し
た
企
業
収
益
の
悪
化
に
よ

り
、
給
与
所
得
を
中
心
と
し
た
個
人

所
得
が
落
ち
込
む
こ
と
が
主
た
る
減

収
の
要
因
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

緑
風
会　
　
　
　
　
　

堀
　
文
雄

Q
　
平
成
22
年
度
単
年
度
収
支
予
想

に
つ
い
て
。

A　
平
成
22
年
度
に
つ
い
て
は
、
翌

年
度
に
繰
り
越
す
べ
き
大
き
な
事
業

　議会と執行機関（市）がそれぞれの
役割を発揮していくには、お互いの立
場を自覚し、執行するように地方自治
法で定められています。予算案は執行
機関の事業活動を数字と説明をもって
あらわすことで、議会及び市民は事業
計画の目的を知り、議会は採決をする
目途とします。
　しかし、大和中学校体育館工事設計業
務委託料は予算案提出時には最終決定
がなされておらず、法に定めた予算説
明責任がなされていません。予算に疑
念を抱き、議会軽視ととられかねません。
　議会が議決機関として審議できる予
算計上が市民重視につながりますので、
今後はこのようなことが二度とないよ
う市長に対し強く指摘しました。

主
な
議
案

議長報告
予算計上についての指摘

報告
３月定例会

選択と集中による
緊縮型の予算編成

▲施政方針について答弁する松本市長

　市長は、平成 22 年度の施政方
針で、これまでにない厳しい現
状を踏まえ、身の丈にあった選
択と集中型の予算編成へと転換
していくと述べました。



一般質問一般質問
市政に対する市政に対する
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越
戸
川
の
水
辺
再
生
工
事
期
間

に
お
け
る
市
民
の
動
線
の
確
保
を

熊
谷
二
郎
（
日
本
共
産
党
）

問
：
今
、
谷
中
川
と
越
戸
川
で
は
、

県
の
「
水
辺
再
生
100
プ
ラ
ン
事
業
」

に
よ
る
護
岸
工
事
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
区
域
に
は
、
上
流
か
ら
順

に
無
名
橋
、
谷
津
橋
、
下
谷
津
橋
の

3
本
の
人
道
橋
が
あ
り
、
関
係
住
民

の
生
活
や
通
学
路
に
利
用
さ
れ
て
い

る
。
工
事
期
間
中
の
市
民
の
動
線
の

確
保
に
つ
い
て
伺
う
。

建
設
部
長
：
こ
の
事
業
で
は
、
護
岸

の
整
備
と
谷
津
橋
、
下
谷
津
橋
の
か

け
か
え
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
県

か
ら
は
、
橋
は
一
方
の
通
行
を
確
保

し
た
上
で
工
事
を
進
め
る
の
で
、
工

事
期
間
中
は
利
用
者
に
迂
回
を
お
願

い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
通
学

路
を
含
め
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る

と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
全
国
学
力
テ
ス
ト
の
参
加
中

止
、教
育
費
の
保
護
者
負
担
軽
減
、後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
廃
止
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

携
帯
電
話
リ
サ
イ
ク
ル
の

推
進
に
つ
い
て斉

藤
克
己
（
公
明
党
）

問
：
不
要
に
な
っ
た
携
帯
電
話
を
回

収
す
る
実
証
事
業
と
し
て
経
済
産
業

省
で
「
た
ん
す
ケ
ー
タ
イ
あ
つ
め
タ

イ
」
が
2
月
末
ま
で
実
施
さ
れ
、
金

22
キ
ロ
、
時
価
約
7
、4
0
0
万
円

相
当
が
回
収
さ
れ
ま
し
た
。
和
光
市

の
携
帯
電
話
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て

伺
う
。

市
民
環
境
部
長
：
現
在
、
市
の
分
別

方
法
を
記
載
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で

は
、
携
帯
電
話
は
そ
の
他
ご
み
と
し

て
い
ま
す
が
、
原
則
と
し
て
販
売

店
に
返
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
回
収
ル
ー
ト
へ
の
連
絡
方
法
の

掲
載
や
啓
発
に
つ
い
て
は
、
関
係
す

る
機
関
と
調
整
し
た
上
で
検
討
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
、
犬
の
登

録
率
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
な
ど
の
質
問
を
し

ま
し
た
。

和
光
市「
非
核
平
和
都
市
宣
言
」

の
制
定
を

佐
久
間
美
代
子
（
日
本
共
産
党
）

問
：
核
兵
器
廃
絶
の
高
ま
り
は
世
界

的
に
広
が
っ
て
お
り
、
市
政
40
周
年

の
今
年
、
和
光
市
非
核
平
和
都
市
宣

言
を
制
定
す
べ
き
。
近
隣
3
市
は
20

年
以
上
前
に
宣
言
を
行
い
、
県
内
未

宣
言
都
市
は
5
市
の
み
。

　

今
年
行
う
長
崎
で
の
被
爆
体
験
を

さ
れ
た
方
の
講
演
会
、
音
楽
会
や
パ

ネ
ル
展
示
を
和
光
市
非
核
平
和
都
市

宣
言
制
定
の
記
念
事
業
と
し
て
は
ど

う
か
。

企
画
部
長
：
非
核
平
和
都
市
宣
言
に

つ
き
ま
し
て
は
財
政
的
に
負
担
が
か

か
ら
な
い
方
法
で
検
討
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
平

和
に
つ
い
て
諸
都
市
と
連
携
を
図
る

と
い
う
意
味
で
平
和
市
長
会
へ
の
加

入
も
検
討
し
て
お
り
、
市
と
し
て
果

た
す
べ
き
役
割
を
着
実
に
こ
な
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

学
校
建
設
に
向
け
て
、

市
の
総
力
を
結
集
す
べ
き

井
上
　
航
（
新
し
い
風
）

問
： 

新
倉
・
下
新
倉
地
区
へ
の
学

校
新
設
に
向
け
て
は
、
財
源
・
人
材
・

情
報
な
ど
す
べ
て
を
結
集
さ
せ
て
、

少
し
で
も
早
い
実
現
を
。
ま
た
、
今

後
の
推
進
体
制
に
つ
い
て
伺
う
。

企
画
部
長
：
関
連
す
る
10
課
の
課
長

等
を
委
員
と
す
る
「（
仮
称
）
学
校

建
設
事
業
検
討
委
員
会
」
を
平
成
22

年
度
当
初
に
設
置
し
、
学
校
建
設
事

業
を
特
命
と
す
る
職
員
を
配
置
す
る

予
定
で
す
。

市
長
：
学
校
建
設
は
、
和
光
市
に
と

っ
て
大
き
な
事
業
で
す
。
単
に
学
校

を
建
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

地
域
の
核
と
な
る
公
共
施
設
と
し

て
、
全
庁
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。

　
こ
の
ほ
か
、
職
員
の
時
差
出
勤
の
導
入
、

資
源
ご
み
の
抜
き
取
り
対
策
な
ど
の
質
問

を
し
ま
し
た
。

滞
納
を
理
由
に
し
た
子
ど
も

医
療
費
助
成
の
あ
り
方
を
問
う

吉
田
け
さ
み
（
日
本
共
産
党
）

問
：
市
民
と
し
て
果
た
す
べ
き
義
務

と
子
ど
も
の
平
等
の
権
利
と
を
混
合

し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
。

市
長
：
今
の
財
政
力
、
税
の
状
況
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
市
税
等
の
完

納
要
件
を
設
定
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
助
成
対
象
外
と
な
っ
た
場
合
も

上
乗
せ
分
の
み
が
自
己
負
担
と
な
る

こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
人
権
を
直
接

侵
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
侵
害

す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と

と
ら
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
保
育
園
と
学
童
保
育
ク
ラ

ブ
の
待
機
児
童
の
実
態
と
対
策
、
高
齢
者

の
地
域
参
加
と
支
援
、
歩
道
の
安
全
性
の

確
保
に
つ
い
て
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

地
域
主
権
と
危
機
管
理
の
視
点

か
ら
「
安
全
・
安
心
」
の
行
政

運
営
に
つ
い
て

西
川
政
晴
（
新
し
い
風
）

問
：
地
域
主
権
が
進
む
中
、
地
域
自

治
体
が
独
自
の
行
政
運
営
を
行
う
た

め
に
は
危
機
管
理
の
意
識
が
必
要
で

あ
る
。
職
員
の
不
祥
事
や
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
の
問
題
な
ど
行
政
運

営
に
お
け
る
危
機
管
理
、
ま
た
自
然

災
害
に
対
す
る
危
機
管
理
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。

総
務
部
長
：
行
政
運
営
上
の
危
機
管

理
に
つ
い
て
は
綱
紀
粛
正
の
周
知
徹

底
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
チ
ェ
ッ

ク
及
び
踏
襲
型
の
事
業
を
見
直
し
、

庁
内
組
織
の
業
務
に
お
け
る
確
認
・

照
合
体
制
整
備
方
針
を
策
定
し
ま
し

た
。
ま
た
、
自
然
災
害
時
の
要
援
護

者
対
策
や
急
傾
斜
地
対
策
を
進
め
る

と
と
も
に
、
自
治
体
を
取
り
巻
く
リ

ス
ク
に
対
し
危
機
意
識
の
啓
発
や
対

応
可
能
な
体
制
整
備
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

生
産
緑
地
追
加
指
定
基
準
の

見
直
し
を

阿
部
か
を
る
（
公
明
党
）

問
：
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
に
は
多

く
の
農
地
が
あ
る
が
、
急
激
な
宅
地
化

に
よ
り
、
営
農
が
厳
し
い
現
状
で
あ
る
。

“
都
心
に
近
い
緑
豊
か
な
ふ
る
さ
と
”

の
一
翼
も
担
い
、
災
害
時
に
は
避
難
場

所
と
し
て
も
指
定
が
で
き
る
農
地
を
守

る
た
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
の

農
地
も
生
産
緑
地
と
し
て
追
加
指
定
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
。

建
設
部
長
：
昨
年
8
月
に
農
業
委
員

会
か
ら
生
産
緑
地
の
追
加
指
定
基
準
見

直
し
の
要
望
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
今
年
度
中
に
市
の
基
本
方
針
を

定
め
、
各
特
定
地
区
の
内
容
を
精
査･

研
究
し
、
要
綱
を
定
め
て
追
加
指
定
基

準
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
介
護
保
険
制
度
、
随
意
契

約
に
お
け
る
検
査
事
務
手
続
な
ど
の
質
問

を
し
ま
し
た
。

市
民
参
加
条
例
を
適
応
し
な

か
っ
た
新
た
な
条
例
制
定

荻
野
比
登
美
（
和
光
市
民
ネ
ッ
ト
）

問
：
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
の
年

齢
拡
大
条
例
に
は
、
給
付
条
件
と
し

て
税
等
の
完
納
条
件
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
新
た
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
制

限
制
度
と
な
る
が
、
広
く
市
民
の
意

見
を
求
め
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

政
策
会
議
で
は
誰
か
ら
も
意
見
が
な

か
っ
た
の
か
。

保
健
福
祉
部
長
：
市
民
参
加
条
例
で

は
、
住
民
の
権
利
を
制
限
し
た
り
、

義
務
を
課
す
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て

市
民
参
加
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
助
成
制
度
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
新
年
度
当
初
か
ら
の
実
施
を
目

標
と
し
て
い
た
た
め
、
条
例
に
よ
る

市
民
参
加
を
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
市
民
協
働
に
つ
い
て
、
新

設
校
建
設
に
向
け
て
、
図
書
館
に
つ
い
て

質
問
を
し
ま
し
た
。
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市
長
は
「
保
育
料
の
減
免
基
準
表
を
参
考
に
し
、

リ
ス
ト
ラ
、
病
気
、
災
害
な
ど
で
収
入
が
著
し
く
減

っ
た
場
合
に
は
助
成
し
ま
す
。
運
用
に
当
た
っ
て
は

生
活
実
態
を
確
認
し
ま
す
。
分
納
に
つ
い
て
は
、
急

激
な
生
活
上
の
変
化
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
果
た
せ

た
義
務
が
果
た
せ
な
く
な
っ
た
場
合
、
認
め
て
い
き

ま
す
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

　

本
案
に
対
し
て
は
「
助
成
対
象
の
子
ど
も
が
等
し

く
無
料
で
受
診
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
完
納
条

件
に
つ
い
て
は
な
く
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
修
正
案

が
提
出
さ
れ
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
。
原
案

は
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

●
議
案
第
17
号

平
成
22
年
度
和
光
市
一
般
会
計
予
算
中
の
大
和
中
学

校
体
育
館
の
工
事
設
計
費
に
つ
い
て

　

教
育
委
員
会
は
改
築
を
求
め
て
い
る
が
、
改
築
、

耐
震
工
事
、
ど
ち
ら
に
で
も
と
っ
て
く
だ
さ
い
と
い

う
予
算
の
出
し
方
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　

市
民
に
対
し
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
示
し
て
い

る
の
と
同
じ
こ
と
。
な
ぜ
そ
う
い
う
混
乱
を
来
す
よ

う
な
形
で
提
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
な
ど
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
17
号
は
継
続
審
議
と
な
り
、
そ
の
後
、
審

議
未
了
と
な
っ
て
い
た
中
学
校
防
災
施
設
整
備
に
つ

い
て
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

市
長
か
ら
「
政
策
会
議
を
開
催
し
、
議
論
し
た
結

果
、
大
和
中
学
校
体
育
館
に
つ
い
て
は
『
建
て
か
え

事
業
と
し
て
、
早
急
に
実
施
す
る
』
と
の
結
果
に
な

り
ま
し
た
」
と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
「
教
育
委
員
会
は
一
貫
し
て
、
体
育

館
の
面
積
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。

大
規
模
事
業
検
証
会
議
で
は
、
財
政
面
か
ら
箱
物
は

い
か
が
か
、と
い
う
議
論
が
先
行
し
て
い
た
。
今
後
、

大
規
模
事
業
検
証
会
議
を
実
施
す
る
場
合
、
資
料
の

提
供
と
説
明
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
議
案
第
17
号
は
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

●
議
案
第
12
号

平
成
21
年
度
和
光
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
一
部
）

　

歳
入
で
は
、
減
収
補
て
ん
債
、
国
・
県
の
生
活
保

護
費
負
担
金
に
つ
い
て
、
歳
出
で
は
、
財
政
調
整
基

金
の
積
み
増
し
と
公
共
施
設
整
備
基
金
へ
の
繰
り
戻

し
に
つ
い
て
、
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
案
第
17
号

平
成
22
年
度
和
光
市
一
般
会
計
予
算
（
一
部
）

　

歳
入
で
は
、
市
民
税
の
落
ち
込
み
・
固
定
資
産
税

の
横
ば
い
の
要
因
に
つ
い
て
、
臨
時
財
政
対
策
債
の

今
後
の
見
通
し
と
財
政
の
健
全
化
等
に
つ
い
て
、
歳

出
で
は
、
事
業
仕
分
け
結
果
と
予
算
計
上
、
平
和
事

業
、
税
金
等
の
コ
ン
ビ
ニ
収
納
、
子
ど
も
医
療
費
助

成
に
伴
う
完
納
条
件
に
か
か
る
個
人
情
報
保
護
、
駅

近
く
へ
の
期
日
前
投
票
所
の
設
置
、
消
防
署
白
子
分

署
の
耐
震
診
断
と
今
後
の
配
置
等
、
職
員
の
退
職
・

採
用
及
び
給
与
等
に
つ
い
て
、質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
案
第
23
号

平
成
22
年
度
和
光
市
水
道
事
業
会
計
予
算

　

水
道
事
業
の
現
状
と
水
道
料
金
の
見
通
し
に
つ
い

て
審
査
が
行
わ
れ
、各
議
案
と
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

●
議
案
第
12
号

平
成
21
年
度
和
光
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
一
部
）

　

地
域
活
性
化
・
き
め
細
か
な
臨
時
交
付
金
を
前
倒

し
し
た
事
業
等
に
つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
案
第
17
号

平
成
22
年
度
和
光
市
一
般
会
計
予
算
（
一
部
）

　

歳
出
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
地
域
セ

ン
タ
ー
の
安
全
対
策
、
契
約
保
養
所
の
借
上
状
況
、

市
内
循
環
バ
ス
の
運
行
、
和
光
北
イ
ン
タ
ー
地
域
土

地
区
画
整
理
事
業
等
に
つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
ま
し

た
。

●
議
案
第
22
号

平
成
22
年
度
和
光
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

　

下
水
道
使
用
料
や
委
託
料
等
に
つ
い
て
審
査
が
行

わ
れ
、
各
議
案
と
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

市
民
建
設
常
任
委
員
会
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